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令 和 ３ 年 ９ 月 ３ 日 
ス ポ ー ツ 推 進 部 
ス ポ ー ツ 推 進 課 

 
給田一丁目第一生命グラウンド野球場の利用開始について 

 
１ 主旨 

 第一生命保険株式会社（以下、「第一生命」という。）が所有する給田一丁目第一生命グラウンド

敷地内のスポーツ施設（野球場部分）については、区民利用施設としての利用に向けて第一生命お

よび学校法人二階堂学園日本女子体育大学（以下、「日本女子体育大学」という。）と協議を行って

きたところであるが、この度協議がまとまり、下記のとおり利用を開始する予定であるため、報告

する。 
 

２ 該当施設概要 

（１）住  所 世田谷区給田一丁目７８６番地他内 
（２）面  積 約８，５００㎡（野球場部分） 

※今後、境界画定予定 
（３）野球場仕様   全面人工芝 ※マウンド部分のみアンツーカ 
           外野部分に少年サッカー場１面（フットサルコート３面） 

照明２灯×４基 
（４）施 設 名 称   （仮称）Ｊ＆Ｓフィールド 
 
３ 利用開始予定日 
  令和４年１月より。 
 
４ これまでの経緯 

平成３０年１２月  ・第一生命より、第一生命グラウンド開発計画に関する相談申し入れ文書を

受領 
          ・第一生命・日本女子体育大学・区の三者で野球場活用について意見交換 
平成３１年 ２月  ・都市整備常任委員会において相談申し入れについて報告 
          ・第一生命へ区回答文書を送付（区民が利用するスポーツ施設としての活用

について、区との打合せ実施を要望） 
          ・第一生命・日本女子体育大学と具体的な協議開始 
令和 元年１１月  ・オリンピック・パラリンピック等特別委員会において、野球場活用の検討

状況について報告 
１２月  ・第一生命が第一生命グラウンドを活用したまちづくり構想を公表 

令和 ２年１１月   ・オリンピック・パラリンピック等特別委員会において、野球場活用の検討 
状況について報告 

１２月    ・政策会議（検討状況および覚書の締結について） 
令和 ３年 ２月  ・オリンピック・パラリンピック等特別委員会において、野球場活用にかか

る第一生命、日本女子体育大学との覚書の締結について報告 
令和 ３年 ３月  ・第一生命、日本女子体育大学と覚書を締結 
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５ 契約関係 

当該野球場については、引き続き第一生命が保有し、第一生命と日本女子体育大学との間で

賃貸借契約を締結する。世田谷区は日本女子体育大学と転貸借契約を締結する。（契約期間：令

和４年１月～令和１９年３月） 

 
６ 世田谷区と日本女子体育大学の利用時間の割り振り 
 利用時間は９時から２１時まで、利用枠を２時間単位とし、以下を原則として割り振る。 
（１）平日９時から１７時は、５０％を世田谷区の利用枠とし、残り５０％は世田谷区と日本

女子体育大学の共通利用枠とする。 
（２）共通利用枠は、大学の長期休業期間中（夏休み、冬休み、春休み）は、一部を日本女子

体育大学の利用枠とする。それ以外は原則、区民利用枠として開放する。 
（３）平日１７時から２１時は、世田谷区が週１日、日本女子体育大学が週４日利用する。 
（４）土曜日（９時から２１時）は、世田谷区が利用する。 
（５）日曜日は、世田谷区が９時から１３時まで利用し、日本女子体育大学が１３時から２１

時まで利用する。 
（６）祝日は、世田谷区が９時から１７時まで利用し、日本女子体育大学が１７時から２１時

まで利用する。 
 
７ 賃借料の負担について 
 賃借料には、野球場整備に要した工事費を含むものとし、以下のとおり双方が負担する。 
（１）共通利用枠を除く利用枠については、世田谷区と日本女子体育大学のうち、利用枠を割

り当てられた側が負担する。 
（２）共通利用枠については、世田谷区と日本女子体育大学のうち、利用した側が負担し、利

用がなかった枠については、双方で５０％ずつ負担する。 
（３）工事費のうち照明設備に係る費用および照明の電気代は、夜間（１７時から２１時）の

利用割合に応じて双方が負担する。 
（４）施設保守日等、どちらにも割り当てられなかった利用枠については双方が５０％ずつ

負担する。 
 
８ 区民利用について 
（１）施設利用料 

①平日  ：４，０２０円（２時間） 
②土日祝日：４，７４０円（２時間） 

③照明代 ：１，３２０円（１時間） 
（２）予約方法 

けやきネットでの予約とする。 
（３）利用者受付・管理業務 

世田谷区から公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団へ委託する。 
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９ 概算費用 
（１）令和３年度（令和４年１月～３月） 
   ①歳出： ９，０２５千円 

<主な内訳> 
野球場賃借料      ５，８１７千円*1 
委託料         ２，３９３千円 

*1 共通利用枠の区民利用率を６０％とした場合 
 
②歳入：   ９２１千円 
 

（２）令和４年度見込み 
①歳出：３５，８１１千円 

<主な内訳> 
野球場賃借料     ２４，５３１千円*2 
委託料        １０，８５５千円 

*2 共通利用枠の区民利用率を６０％とした場合 
 
②歳入： ３，９０３千円 
 

（３）債務負担行為額（野球場賃借料） 
   ３８８，３７３千円（令和４年度～令和１８年度） 

 
１０ 今後のスケジュール 
 令和３年１０月以降 日本女子体育大学と賃貸借契約締結 
           区民周知開始 
 令和３年１１月   区民利用予約受付開始 
 令和４年 １月   野球場利用開始 
 
１１ その他 
 当該野球場の利用開始については、第３回区議会定例会における令和３年度補正予算案及び

債務負担行為の議決を条件とする。 
 

以上 
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 参 考  
 
 

■第一生命グラウンド 
 
 

野球場 

第一生命グランド 

区立烏山小学校 

区立上祖師谷中学校 



【概要】給田一丁目第一生命グラウンド野球場の活用スキーム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

          

 

 

 

  

 
締結時期 世田谷区 日本女子体育大学 第一生命 

野球場の使用に係る 
覚書 【Ａ】 

令和３年３月 
締結済み 

・野球場の活用にあたっての基本的な事項、協議内容 

野球場使用に関する 
協定 【Ｂ】 

令和３年１０月
以降 

・野球場の使用に関する基本的な事項 
・区・日本女子体育大学双方の役割分担 ほか 

 

野球場使用に関する 
賃貸借契約【Ｃ】 

利用開始前 
次年度以降 

 毎年（４月） 

・当該年度の利用枠の決定 
・利用枠に基づく賃借料 
・当該年度の保守・維持管理経費の確認 ほか 

 

 日本女子体育大学 世田谷区 

利用目的 部活動など大学活動の場 区民のスポーツ活動の場 

利用希望競技種目 
野球、ソフトボール、サッカー、ラクロス 

等 

野球、少年野球、ソフトボール、サッカー、 

少年サッカー、フットサル、ラクロス 等 

覚書・協定・賃貸借契約 第一生命グラウンド野球場 活用スキーム 

参考資料 

                  

 

基本協定【Ｂ】・賃貸借契約【Ｃ】 

野球場の利用開始にあたり、以下について定める。 
 
<利用枠> 
〇 協定期間：令和４年１月～令和１９年３月（１５年３ヶ月） 
〇 平日昼間（９時～１７時）については、５０％を区民利用枠として開放し、残り５０％は区、日本

女子体育大学の共通利用枠とする。 
〇 平日夜間（１７時～２１時）については、区が週１日利用し、日本女子体育大学が週４日利用する。 
〇 土曜日（９時～２１時）は、区が利用する。 
〇 日曜日は、区が９時～１３時まで利用し、日本女子体育大学が１３時～２１時まで利用する。 
〇 祝日は、区が９時～１７時まで利用し、日本女子体育大学が１７時～２１時まで利用する。 
〇 具体的な利用日程は、年度ごとの賃貸借契約で定める。 
 
<賃借料の負担> 
〇 共通利用枠を除く利用枠については、区と日本女子体育大学のうち、利用枠を割り当てられた側が

負担する。 
〇 共通利用枠については、世田谷区と日本女子体育大学のうち、利用した側が負担し、利用がなかっ

た枠については、双方で５０％ずつ負担する。 
〇 工事費のうち照明設備に係る費用および照明の電気代は、夜間（１７時～２１時）の利用割合に応

じて双方が負担する。 
〇 施設保守日等、区、日本女子体育大学どちらにも割り当てられなかった利用枠については、双方が

５０％ずつ負担する。 
〇 利用枠の単価については、年度ごとの賃貸借契約で定める。 
 
<施設管理> 
〇 野球場の保守管理は区が行い、経費は利用割合に応じて双方が負担する。 
〇 光熱水費は日本女子体育大学が支払い、区は利用割合に応じて日本女子体育大学に 

支払う。 
 

令和３年度 令和４年度 

10月以降 協定・R3賃貸借契約締結 

区民周知開始 

1月 施設利用開始 

4月 R4賃貸借契約締結 
11月 予約受付開始 

今後のスケジュール 

第一生命保険（株） 

世田谷区 
  
  

学校法人二階堂学園 
日本女子体育大学 

野球場 
改修工事 

世田谷区民 
日本女子体育大学 

学生 

賃借料 
（改修工事費用含む） 

賃貸借契約 

野球場の使用に係る覚書【Ａ】 
（締結済み） 

第一生命グラウンド内 
野球場 

「Ｊ＆S フィールド」 

賃借料（利用割合による） 保守 
管理 

けやき 
ネット 

利用料金 

授業・部活動 スポーツの 
場の提供 

野球場使用に関する協定【Ｂ】 
賃貸借契約【Ｃ】の締結 

野球場の利用目的 

月 火 水 木 金 土 日 祝日

9:00～11:00 共通 区 区 区 共通 区 区 区

11:00～13:00 共通 区 区 区 共通 区 区 区

13:00～15:00 共通 共通 区 区 共通 区 日女 区

15:00～17:00 共通 共通 区 区 共通 区 日女 区

17:00～19:00 日女 日女 区 日女 日女 区 日女 日女

19:00～21:00 日女 日女 区 日女 日女 区 日女 日女

大学の長期休業期間中は、日本女子体育大学の利用枠になる。 

「共通」･･･共通利用枠。大学の長期休業期間中以外は、 

      原則、区が使用する。 
野球場の利用時間帯（令和３年度） 



 


